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１ 計画の概要
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都市マスタープラン 立地適正化計画

根拠法令 都市計画法第１８条の２ 都市再生特別措置法第８１条

位置付け 都市計画に関する基本的な方針
住宅及び都市機能増進施設の

立地の適正化を図るための計画

対象区域
都市計画区域

（市全域も可）
都市計画区域

関連計画

との関係

「都市計画区域マスタープラン（県）」

「市町村の基本構想」 に即す。

「都市計画区域マスタープラン（県）」

「市町村都市マスタープラン（市）」

「市町村の基本構想」 と調和を保つ。

基本構成

①まちづくりの理念、都市計画の目標

②全体構想

・目指すべき将来都市像

・将来都市像実現のための主要課題

・課題に対応した整備方針 等

③地域別構想

・あるべき地域像

・実施されるべき施策

①立地適正化に関する基本的な方針

②居住誘導区域・誘導施策

③都市機能誘導区域・誘導施設・誘導施策

④住宅、誘導施設の立地及び立地の誘導を

図る為の都市の防災に関する機能の確保に

関する指針 （防災指針）



１ 計画の概要
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亀山市都市マスタープラン

計画期間 平成３１年度～令和８年度

計画区域 市全域

役 割 総合計画基本構想に掲げる都市空間形成方針の具現化

各地域が連携し魅力ある都市を形成するための指針

総合的な都市づくり、地域づくりの指針

そ の 他 議会基本条例に基づく議決事件

早急に実施すべき重点項目「都市づくりの戦略方針」を設定

都市マスタープラン
～都市空間形成方針の具現化～



１ 計画の概要
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都市マスタープラン
～都市空間形成方針の具現化～



１ 計画の概要
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都市マスタープラン
～都市空間形成方針の具現化～



１ 計画の概要
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亀山市立地適正化計画

計画期間 平成２９年度～ ※終期なし

計画区域 都市計画区域

役 割 ｺﾝﾊﾟｸﾄ･ﾌﾟﾗｽ･ﾈｯﾄﾜｰｸの形成に向けた取組を推進するための計画

都市計画制度と組み合わせ、誘導による都市構造の再編を図るため

の計画

そ の 他 都市拠点を中心に、都市機能及び居住に係る誘導区域を設定

亀山駅周辺整備事業において都市構造再編集中支援事業補助金を活用

（国庫補助金については、計画への位置付けを要件とする動き）

立地適正化計画
～都市機能と居住の誘導～



１ 計画の概要
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■亀山市まち・ひと・しごと創生総合戦略

（第１期）における基本目標

■立地適正化の基本方針

立地適正化計画
～都市機能と居住の誘導～



関都市機能（居住）誘導区域 亀山中央都市機能（居住）誘導区域 井田川都市機能（居住）誘導区域

【現状】 【目標】 【目標】

Ｈ２７ Ｒ７ Ｒ１７

３９.６ → ３９.０ → ３８.０ 人/ha

【現状】 【目標】 【目標】

Ｈ２７ Ｒ７ Ｒ１７

４２.２ → ４４.５ → ４５.５ 人/ha

【現状】 【目標】 【目標】

Ｈ２７ Ｒ７ Ｒ１７

６６.９ → ６８.０ → ６９.５ 人/ha

観光交流施設、認定こども園
商業施設、小中学校

児童発達支援センター、商業施設
認定こども園、図書館 等

老人デイサービスセンター
商業施設、小学校

１ 計画の概要
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居住誘導区域・・・・人口密度を維持することにより、日常生活サービス機能や公共交通が持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域

都市機能誘導区域・・医療・福祉・商業等の都市機能を誘導し集約する区域（都市の中心拠点や生活拠点）

誘
導
施
設

人
口
密
度

立地適正化計画
～都市機能と居住の誘導～
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総合計画 都市マスタープラン 立地適正化計画

・都市拠点の活性化策を位置付け

・誘導区域、誘導施策を設定

１ 計画の概要 （総合計画との関係 ）

・都市空間形成方針を具体化

・都市施設の整備方針等を明確化

・都市空間形成の基本方針及び

基本的な考え方を位置付け

【基本方針】

■住みやすさの向上に重点を置いた

土地利用の推進

■地形や自然環境、交通網の充実

など市の魅力の発揮

・

・

・

【都市整備の方針】

■土地利用の方針

■市街地整備の方針

■都市施設整備の方針

■環境形成の方針

■景観・歴史まちづくりの方針

■都市防災の方針

【誘導方針】

■亀山駅を中心とした中心的都市拠

点の強化

■鉄道駅を中心とした既成市街地へ

の都市機能誘導及び人口誘導によ

るコンパクトなまちづくり

・

・



２ 策定等の基本的な考え方
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①市民意向を踏まえた計画策定

総合計画の策定過程で整理された市民意向に関する資料等を活用しつつ、

都市計画の観点からさらに必要な情報を収集し、計画検討を行う。

１ 市民アンケート調査（１８歳以上の市民１,２００人を対象）

２ 関係団体ヒアリング（商工会議所、宅建業協会等）

３ ワークショップ （重要施策に関するテーマで開催）

４ パブリックコメント（計画案に対する意見聴取）

②実効性のある計画づくり

次期都市マスタープランの円滑かつ着実な計画推進を図ることができるよう、

様々な主体との協議・調整を行い、計画策定段階からの合意形成に努めるとともに、

地域の実情に即した計画づくりを進める。

（１）策定等の手法に関する基本的な考え方



２ 策定等の基本的な考え方
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①都市空間形成方針（仮称）の具現化

総合計画が目指すまちの具現化に向け、都市空間形成方針（仮称）と整合した

都市構造や土地利用方針等とするとともに、関連施策との整合を図る。

②将来の活力を見据えた都市づくり

リニア中央新幹線の市内停車駅や、鈴鹿亀山道路、新庁舎の整備が見込まれており、

将来想定される活力を都市の発展につなげることができる都市形成を目指す。

③コンパクト・プラス・ネットワークの推進と都市活力の維持

土地利用規制が比較的緩やかな白地地域※を中心に、宅地開発による市街地や新たな

工業地が拡散している現状は、都市の持続性を阻害する恐れがある一方で、子育て

世帯の流入や企業進出など、本市の人口維持に寄与している側面もある。こうした

背景を踏まえつつ、まちの活力の維持とネットワークで結ばれたコンパクトな都市

づくりの両立を目指す。

（２）策定等に関する基本的な視点

※白地地域・・・都市計画区域内の用途地域の指定の無い地域



市長

都市マスタープラン策定等委員会

■都市マスタープランの策定等に係る計画案確認・総合調整

委員長：副市長

副委員長：理事（都市政策担当）

委員：政策部長、総務財政部長、市民文化部長、健康福祉部長、子ども未来部長、

産業環境部長、建設部長、上下水道部長、危機管理監、地域医療部長、消防部長、

教育部長、市民文化部次長（文化振興）

都市マスタープラン策定等委員会ワーキンググループ

■都市マスタープランの策定等に係る施策検討・計画案作成

メンバー：政策推進課長、DX推進室長、財務課長、まちづくり協働課長、文化課長、健康政策課長

地域福祉課長、子ども政策課長、商工観光課長、農林振興課長、環境課長

生物多様性・獣害対策室長、建設管理課長、土木課長、都市整備課長、建築住宅課長

上水道課長、下水道課長、防災安全課長、地域医療課長、消防総務課長、教育総務課長

市議会

事務局 都市整備課都市計画グループ

各課・グループ

庁内策定組織

情報収集・調整 報告 指示

報告 指示

報告 指示

都市計画審議会

参画

議案

審議・議決

諮問

審議・答申

市民参画

・市民アンケート調査

・市民ワークショップ

・関係団体ヒアリング

・パブリックコメント

広域調整

・三重県

・近隣市

津市 / 鈴鹿市 / 伊賀市

３ 検討体制
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４ 策定スケジュール
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